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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年5月19日(2016.5.19)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　野菜粉末としてのブロッコリー粉末の製造方法であって、
　ａ．５０℃から１００℃の間の温度で、５時間から１０時間の間の時間に渡って、１５
ｍから５０ｍの間の長さのトンネル乾燥機に洗浄された野菜であるブロッコリーを導入す
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る工程、および、
　ｂ．工程ａから得られた生成物を粉砕する工程、
　を含み、
　上記トンネル乾燥機における入口の温度が７５℃から８０℃の間の温度であり、出口の
温度が６０℃から６５℃の間であることを特徴とする方法。
【請求項２】
　上記トンネル乾燥機の長さが２５ｍから３５ｍの間であることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　上記トンネル乾燥機における持続時間が、７時間から８時間の間であることを特徴とす
る請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　使用される上記野菜は、植物全体または、種子、芽、葉、茎、根、未成熟な花またはこ
れらの任意の組み合わせを含むリストから選択されることができる植物の一部であること
を特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　上記植物全体または上記植物の一部が、乾燥重量を基準として、
　少なくとも０．５％のグルコシノレート、
　少なくとも１．５％のフェノール化合物、ならびに、
　少なくとも、２％のカルシウム、２．７％のカリウム、０．７％のナトリウム、０．４
％のマグネシウム、０．０３％の鉄、０．０１％のマンガンおよび０．００４％の亜鉛の
内容量のミネラルを含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　ブロッコリー粉末が他の添加物をさらに含むことを特徴とする請求項１から５の何れか
一項に記載のブロッコリー粉末の製造方法。
【請求項７】
　請求項１から６の何れか一項に記載のブロッコリー粉末の製造方法を使用する、食料製
品の製造方法であって、
　上記食料製品は、食用の製品、飲料、食餌補強物または食品添加物であることを特徴と
する食料製品の製造方法。
【請求項８】
　上記食料製品は、ジュース、ミルクシェーキ、煎じ汁、乳製品、アイソトニック飲料、
スープ、ソース、サラダ、野菜濃縮物、酢、油、塩、クッキー、穀物食品、パン、他のパ
ンおよび菓子の製品、揚げ物、ゼリー、飴、肉製品、魚製品、キャビアの代用品、他の食
用の製品、ならびに、動物用の食餌補助物および食品添加物を含むリストから選択される
ことを特徴とする請求項７に記載の食料製品の製造方法。
【請求項９】
　上記食料製品が乳製品であることを特徴とする請求項８に記載の食料製品の製造方法。
【請求項１０】
　上記食料製品がパンまたは菓子の製品であることを特徴とする請求項８に記載の食料製
品の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１から６の何れか一項に記載のブロッコリー粉末の製造方法を使用する植物の除
草剤または殺虫剤の製造方法。
【請求項１２】
　上記ブロッコリー粉末の重量％が、上記食料製品の作製に対する使用した材料の総重量
の１％から８％の間であることを特徴とする請求項７から１０の何れか一項に記載の食料
製品の製造方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　本発明の第３の側面は、食用の食品、飲料、食餌の補強物または食品添加物における食
料製品を製造するための本発明の工程において得られる植物粉末の使用に関する。好まし
くは、本発明の植物粉末の使用は、下記に示すものの作製において使用されてもよい。食
料品の飲料、以下のリストから選ばれる食餌の補強物および食品添加物。上記リストは、
ジュース、ミルクシェーキ、スムージー、香草のお茶および煎じ汁、アイソトニック飲料
、乳製品、チーズ、ヨーグルト、スープ、ソース、ドレッシング、野菜凝縮物、酢、油、
塩、クッキー、穀物製品、パン、パンおよび菓子の製品およびその前処理混合物、パティ
セリー（patisseries）、ケーキおよびスィーツ、揚げ物、ゼリー、飴、肉または魚製品
、調製物および前処理混合物、キャビアの代用品、摂食用の他の製品、ならびに、食料品
に対する補強物および添加物を含む。好ましくは、植物粉末の使用方法として、例えば、
チーズおよびヨーグルトなどの乳製品に混ぜる。他の好ましい本発明は、パン、ブレッド
スティック、スナック菓子、マフィン、ケーキおよびカップケーキのようなパンおよび菓
子の製品における本発明の第２の側面の植物粉末の使用である。好ましくは、本発明の植
物粉末の使用は、丸薬、錠剤、カプセル、スプレーの作製において使用されてもよい。
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